
チェック 点検等

１－１　建学の精神と学園の理念
建学の精神に則り、学園としての役割を確認
し、経営方針や人材育成に取り組んでいる。

学長ガバナンスのもと、各学部適切に運用され
ている。

中長期経営計画として、平成３０年に「グラン
ドデザイン６０ｔｈ」が通知され、ビジョンの
共有を図った。
現在の財務状況等を鑑み、令和３年には、事業
計画の修正案が理事会及び評議員会で承認さ
れ、令和４年１２月の理事会並びに令和５年２
月の理事会において、各学部の詳細な改組案が
承認された。
中長期的なビジョンを担当する部署として、法
人本部に経営企画部を設置し、大学と連携を強
化している。

運営において、学生を最優先に考えるととも
に、各ステークホルダーとの緊密な連携を保持
し、公共性・地域貢献等を念頭に取り組んでい
る。

①意思決定の議決機関として
の役割

私立学校法に基づき寄附行為に規定し、遵守し
ている。
原則月１回理事会を開催し、業務等に関して、
迅速に対応している。

②理事会の議決事項の明確化
等

理事会における議決事項及び議事録の作成、保
管について、寄附行為に規定し、遵守してい
る。
また、重要項目については適宜理事会に報告し
ている。

③理事及び大学運営責任者の
業務執行の監督

理事である学長から事業等の報告を受け、情報
の共有を行い、業務等の改善に努めている。

④学長への権限委任

学校運営におけるリーダーシップを発揮してい
る。
副学長を置き、学長を補佐する体制を取ってい
る。

⑤実効性のある開催

月１回（８月除く）定例開催し、必要に応じて
臨時開催も可能としている。
理事会の終了時間は設けず、審議に必要な時間
は十分に確保している。

⑥⑦⑧役員賠償
私立学校法に基づき寄附行為に規定し、遵守し
ている。

⑨理事の利害関係
私立学校法に基づき寄附行為に規定し、遵守し
ている。

１－２　教育と研究の目的

項目

私立大学の自主性・自律性（特色ある運営）の尊重

安定性・継続性（学校法人運営の基本）

大学の人材養成の目的及び教育研究上の目
的

中期的なビジョン策定と具体的な取り組み
について

２－１　理事会

ガバナンスコードチェックシート

私立大学の社会的責任

理事会の役割



チェック 点検等項目

ガバナンスコードチェックシート

私立学校法に基づき寄附行為に規定し、遵守し
ている。

教職員の理事は、その業務等で得た知識・経
験・能力を活かし、業務量等に配慮しつつ、理
事の業務を行っている。

理事１２名中５名が外部理事である。
外部理事は、理事会において、多様な視点から
意見を述べ、議論の活発化に大きく寄与し、理
事としての業務を遂行している。

学内・学外理事に対して、ハラスメントに関す
る研修会の情報提供を行った。

常に理事会及び評議員会に出席し、法人の財産
状況及び理事の業務執行を監査している。

寄附行為に規定し、遵守している。
現在２名の監事を配置している。

監事監査規程に則り、監査を行っている。
毎年、監査報告書を作成し、理事会及び評議員
会で報告している。

法人本部事務局の総務部及び財務・経理部が中
心となり、サポート支援を行っている。
公認会計士、監事、内部監査室が連携を図り、
意見交換の場を設けている。

２－４　評議員会

現在２６名おり、十分な人数を選任している。
学校法人の業務若しくは財産の状況または役員
の業務執行について、適宜、意見を聴き、確認
をしている。
中長期的ビジョンなどの重要項目についても必
ず意見聴取を行っている。

寄附行為に規定し、遵守している。

評議員会において、法人及び大学等を取り巻く
環境、中長期計画等の進捗状況及び課題等の説
明を行っている。
学内・学外評議員に対して、ハラスメントに関
する研修会の情報提供を行った。

２－３　監事

２－２　理事

監事の責務（役割・職務範囲）

諮問機関としての役割

評議員への情報提供

２－５　評議員

理事の責務（役割・職務・監督責任）

学内理事の役割

外部理事の役割

理事への研修機会の提供と充実

評議員の選任

監事の選任

監事監査基準

監事業務を支援するための体制整備



チェック 点検等項目

ガバナンスコードチェックシート

リーダーシップを発揮し、「グランドデザイン
６０ｔｈ」の発展的改組等を具現化するため、
各学部に検討委員会を立ち上げ、大学改革に取
り組んでいる。

教員組織規程に則り、副学長及び学部長を置
き、適切に運営している。

３－２　教授会 各学部教授会規程に則り適切に運営している。

４－１　学生に対して

毎年、各学部の教授会において３つの方針（ポ
リシー）について確認・点検を行っている。
自己点検・評価を適切に実施し、その結果に基
づき、教育研究等の充実に取り組んでいる。
ハラスメント等に対しては、毅然かつ厳正に対
処している。

教員と事務職員等は、教育研究活動等の組織的
かつ効果的な管理・運営を図るため適切に分
担・協力・連携を行っている。

建学の精神に基づく、教育・研究活動等を通じ
て、社会的価値の創造と最大化に向けた取り組
みを推進している。

理事は、事業計画等の進捗状況について情報を
共有している。
監事は、監査報告書を作成し、理事会及び評議
員会に報告している。

毎年３つの方針を踏まえ、シラバス等を見直し
明示している。
大学全体及び各学部で実施している。
ＦＤ活動を通じて、授業改善を行っている。

教職員は、自己の専門性と資質向上のため、研
修会に参加している。
教職協働に対応するため、専門性の向上、高度
化に向けた研修を学内で実施している。

３－１　学長

教学ガバナンス（権限・役割の明確化）

公共性・信頼性（ステークホルダーとの関係）

４－２　教職員等に対して
ボート・ディベロップメント：ＢＤ

ファカルディ・ディベロップメント：ＦＤ

スタッフ・ディベロップメント：ＳＤ

学長の責務（役割・職務範囲）

学長補佐体制（副学長・学部長の役割）

教職協働

ユニバシティ・ディベロップメント：ＵＤ



チェック 点検等項目

ガバナンスコードチェックシート

大学基準協会における平成２８年度大学評価
（認証評価）において「大学基準に適合してい
る」との認定を得ている。その際の評価報告書
については、ＨＰで公開している。
大学の学長室が中心となり、毎年、自己点検・
評価を実施している。その結果を踏まえた改善
等を行っている。

地域・社会連携センター事務室が中心となり、
民間企業、自治体等と連携し活動を行ってい
る。
公開講座、履修証明プログラム、科目等履修生
などを実施している。

４－４　危機管理及び法令遵守に
係る取り組み

危機管理委員会のもと、新型コロナウイルス感
染拡大防止に務めている。
ハラスメント防止対策及び情報セキュリティ対
策のため、教職員に対して研修会を実施してい
る。

適切にＷｅｂなどで公開し、運営や活動の透明
性を確保しています。

産官学連携、高大連携、公開講座などをＨＰで
公開しています。

大学ポートレートを活用するほか大学案内、広
報誌等の媒体も活用するなど情報公開に関して
分かりやすく工夫を行っています。

（２）自主的な公開

（３）情報公開の工夫

５－１　情報公開

特記事項
１．日本私立大学協会のガバナンスコードに準拠し、学校法人聖徳学園ガバナンスコードを作成している。また、法令遵守に沿った取
り組みを行っている。

２．中期的なビジョン策定と具体的な取り組みについて
岐阜聖徳学園大学学部新設・学部改組構想
　短期大学部については、四大化への流れが強い中では、発展的改組の判断が必要とされる。令和３年３月の評議員会で意見聴取を行
い、その後の理事会で大学学部新設・短期大学部発展的改組等の方向性が承認された。今後の少子化を踏まえ、学部新設等を検討する
にあたり、令和３年度から法人本部事務局に経営企画部を設置し、大学との連携を図り進めてきた。
　令和４年３月の評議員会及び理事会において、具体的な発展的改組等についてロードマップが示され承認され、さらに、令和４年１
２月の理事会並びに令和５年２月の理事会において、各学部に関する詳細な改組案について承認された。今後は、学部設置届並びに収
容定員変更届など手続きを進めていく。
　なお、発展的改組等を行うには、引き続き学園の財政的な体力が必要となるため、人件費等の財政見直しを行い、安定した資金確保
を継続する必要がある。

（１）法令上の情報公開

透明性の確保（情報公開）

４－３　社会に対して

社会貢献・地域連携

認証評価及び自己点検・評価


